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自立支援協議会での協議事項は下記のとおり多岐にわたるため、限られた時間で有効に協議するために、
令和７年度も重点項目を設定し取組を行いました。

※下記項目は計画の基本目標及び成果目標から抜粋したもの

１．令和７年度運営方針及び重点項目

＜運営方針＞
◆障害者総合支援法の趣旨に基づき運営
◆燕市障がい者基本計画・燕市障がい福祉計画・燕市障がい児福祉計画に掲げた基本目標並びに成果目標の実現
を目指した運営

【重点項目】

基本目標 基本施策
（協議会で協議・検討部分）

成果目標 主な協議の場

（１）地域の中で
安心して健やか
に暮らせるまち
づくり

①障がい福祉サービスの充実
②障がい児等支援体制の充
実

③地域生活支援事業の充実

（１）障がい児支援の提供体制の整備等

（４）福祉施設の入所者の地域生活への移行促進

（５）地域生活支援の充実

◆療育支援専門部会

◆つばめで暮らそう部会

◆つばめで暮らそう部会

④相談支援体制の機能強化 （２）相談支援体制の機能強化 ◆相談支援専門部会
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基本目標 基本施策
（協議会で協議・検討部分）

成果目標 主な協議の場

（２）共に学び、
共に働き、共
に活動できる
まちづくり

①雇用・就労、経済的自立支援の
推進

（３）福祉施設から一般就労への移行等 ◆就労支援専門部会
◆移動支援専門部会
（就労場所への移動手段など協議）

③保育・教育体制の充実 （１）障がい児支援の提供体制の整備等 ◆療育支援専門部会

（３）支えあい
にあふれ、共
に生きるまち
づくり

①障がいに対する理解促進 ◆全体会

※基本施策の番号は、障がい者基本計画の基本施策（P29 ～69）に記載された番号となります。
※成果目標の番号は、障がい福祉計画・障がい児福祉計画の成果目標（P70～92）に表記された番号となります。

【重点項目】 ※下記項目は計画の基本目標及び成果目標から抜粋したもの
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２．令和７年度障がい者自立支援協議会の取組状況

期日 内 容

８月５日 ≪第１回運営会議≫ 全体会案件協議

9月８日 ≪第２回運営会議≫ 全体会案件協議

10月２日 【第１回全体会】
①協議会における相談支援事業所の参画による事例検討の実施について

１月23日 ≪第３回運営会議≫ 全体会案件協議

２月９日 【第２回全体会】
①燕市障がい者自立支援協議会活動報告と運営方針（案）について
②燕市障がい者基幹相談支援センター
令和７年度事業実績報告及び令和８年度事業実施計画（案）について
③燕市地域生活支援拠点等整備事業の進捗について
④燕市医療的ケア児等コーディネーター事業の進捗について
⑤燕市障がい者基本計画・ 第８期燕市障がい福祉計画・第４期燕市障がい児福祉計画
策定の方向性について
⑥障がいを理由とする差別解消の推進について

【自立支援協議会】（運営会議・全体会）
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【各専門部会 】
相談支援専門部会 療育支援専門部会

部会長
相談支援事業はばたき
管理者 松本 純子 部会長

つばめ療育館
支援課長 齋藤 麻衣子

成果目標 （２）相談支援体制の機能強化 成果目標 （１）障がい児支援の提供体制の整備等

今年度の
取組・評価

【部会開催日時】
・令和７年７月29日（火）午後２時30分～４時00分
・令和７年12月３日（水）午前10時30分～11時50分
・令和８年１月22日（木）午後１時30分～３時30分（予定）
【内容・取組】
①サービス事業所の空き状況の把握・共有
②障がい児通所支援の調整等に関する対応への取組
③相談支援専門員の質・知識の向上に関する取組
④相談支援事業の地区担当制本格運用
⑤サービスガイドブックの更新作業
⑥地域づくりへの取組
【結果・評価】
・サービス事業所調整等に関する業務の効率化
・障がい児通所支援の調整に係る課題の把握
・障がい児通所支援の課題を療育支援専門部会と共有
・相談支援事業の地区担当制本格運用後の状況把握

今年度の
取組・評価

【部会開催日時】
・令和７年 ７月11日（金）午前10時00分～11時30分
・令和７年11月 ６日（木）午前10時00分～11時30分
・令和８年 １月23日（金）午前10時00分～11時30分（予定）
【内容・取組】
①児童発達支援センターの在り方・設置の検討
※ひまわり学園視察（令和７年10月８日（水））
②事例検討
③子育て支援ファイルの配布・活用状況把握
④サービス提供事業所の不足について情報共有
⑤障がい児通所支援事業所情報交換会
日時：令和７年９月16日（火）
内容：放デイの現状、児童クラブとの併用、職員不足等
【結果・評価】
・児童発達支援センターの機能の理解・共有
・療育支援体制の整理と必要な機能の整理
・事例検討による地域課題の把握とアイディアの共有
・子育て支援ファイルの配布・活用状況把握

次年度の課
題・取組
（案）

【今年度の活動から見えた課題】
・放課後等デイサービス利用における現状把握と児童福祉・
教育分野等とのさらなる連携強化（継続）
・相談支援専門員同士の「横の繋がり」に関する取組が必要
・相談支援専門員の地域づくりの視点に関する取組が必要

【次年度の取組（案）】
①就学後の障がい児支援についての検討（仮）
②障がい福祉サービス事業所の空き状況の把握・共有（継
続）
③地区担当制本格運用開始後の検証（継続）
④サービスガイドブックの更新作業（継続）
⑤地域づくりへの取組（継続）

次年度の課
題・取組
（案）

【今年度の活動から見えた課題】
・燕市に必要な児童発達支援センター機能の整理
・サービス提供事業所の空きの少なさ
・子どもの居場所に関する情報不足
・保健、保育、教育、福祉のさらなる連携が必要
・子育て支援ファイルの配布・活用状況

【次年度の取組（案）】
①児童発達支援センターの在り方・設置の検討（継続）
②事例検討会（継続）
③子どもの居場所についての取組（仮）
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【各専門部会 】
就労支援専門部会 つばめで暮らそう部会

部会長
株式会社なごみ なごみの水耕
副施設長 渡邊 和典 部会長

一般社団法人 燕北福祉会 燕北地域生活支援センター
代表理事 杉山 敦彦

成果目標 （３）福祉施設から一般就労への移行等 成果目標
（４）福祉施設の入所者の地域生活への移行促進
（５）地域生活支援の充実

今年度の
取組・評価

【部会開催日時】
・令和7年５月21日（水） 午前11時～12時
・令和７年10月24日（金） 午前11時10分～12時
・令和8年１月13日（火） 午前10時～11時30分
【作業受委託マッチング支援事業 公募型プロポーザル二次
審査会】
・令和7年５月21日（水） 午前9時～11時
【障がい者雇用理解促進セミナー】
・令和７年11月14日（金） 午後３時～５時
【授産品新商品開発・販路開拓等支援事業選定委員会】
・令和７年10月24日（金） 午前10時～11時

【内容・取組】
①作業受委託マッチング支援事業
②授産品新商品開発・販路開拓等事業
③つばめバリアフリーフェス
④障がい者雇用理解促進事業

【結果・評価】
・自主製品の売り上げ向上
・福祉事業所と企業の相互理解促進・連携強化
・障がい者雇用の理解促進

今年度の
取組・評価

【部会開催日時】
・令和７年７月2５日（金） 午後3時30分～5時
・令和７年11月７日（金） 午後3時30分～５時
・令和８年１月１５日（木） 午後３時30分～５時

【内容・取組】
①単身生活に向けた宿泊体験事業の調査・研究
②高齢分野との事例検討会の開催
③にも包括研修会の開催
④当事者グループとの意見交換～つばめで語ろう会～
※県の「にも包括」構築を頑張る市町村応援プロジェクトに
応募し、専門的な助言をもらった。

【結果・評価】
・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向け
た理解促進及び連携の強化

次年度の課
題・取組
（案）

【今年度の活動から見えた課題】
・引き続き福祉的就労の充実、障がい者雇用の促進に向けた
取組が必要

【次年度の取組（案）】
①工賃アップに繋がる持続可能な仕組みの構築に向けた取
組
②企業が就労系サービス事業所に頼みたいと思えるようの
仕掛けづくりに向けた取組
③新商品開発及び販路開拓に向け、就労系サービス事業所
のニーズに即した取組

次年度の
課題・取組
（案）

【今年度の活動から見えた課題】
・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向け
た地域の関係機関と連携した地域づくりが必要。

【次年度の取組（案）】
①保健・医療・福祉の連携体制に向けた取組
②体験宿泊や住まいの確保に関する取組
③にも包括研修会（勉強会）の開催（継続）
④目指すべき姿の明確化

5



【各専門部会 】

移動支援専門部会

部会長
相談支援事業所つばくろ
相談支援専門員 樋口 祐亮

成果目標 （３）福祉施設から一般就労への移行等

今年度の
取組・評価

【部会開催日時】
・令和７年８月８日（金）午前10時～11時30分
・令和８年１月９日（金）午前10時45分～12時

【内容・取組】
①移動・送迎に関するサービス事業所等の勉強会
②共同送迎に関する通所系サービス事業所の情報交換会
③「障がいのある人の『移動』を支える社会資源ガイドブック」
の更新（予定）

【結果・評価】
・障がい福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いの情
報発信

次年度の課
題・取組（案）

【今年度の活動から見えた課題】
・「移動」に関する課題は福祉分野だけでは解決が難しい。

【次年度の取組（案）】
・重度の障がいのある「移動」に関する課題を調査・研究
・「障がいのある人の『移動』を支える社会資源ガイドブック」
の更新（継続）
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◆障害者総合支援法の趣旨に基づき運営

◆燕市障がい者基本計画・燕市障がい福
祉計画・燕市障がい児福祉計画に掲げ
た基本目標並びに成果目標の実現を目
指した運営

令和８年度運営方針（案）
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限られた時間で有効に協議するために、計画の基本目標及び成果目標か

ら、重点項目を以下のとおり設定し、取組を進めます。
※現計画に基づいた取組のため、令和7年度からの変更はありません。

基本目標 基本施策
（協議会で協議・検討部分）

成果目標 主な協議の場

（１）地域の中で
安心して健や
かに暮らせるま
ちづくり

①障がい福祉サービスの充実
②障がい児等支援体制の充
実

③地域生活支援事業の充実

（１）障がい児支援の提供体制の整備等

（４）福祉施設の入所者の地域生活への移行促進

（５）地域生活支援の充実

◆療育支援専門部会

◆つばめで暮らそう部会

◆つばめで暮らそう部会

④相談支援体制の機能強化 （２）相談支援体制の機能強化 ◆相談支援専門部会

※下記項目は計画の基本目標及び成果目標から抜粋したもの

３．令和８年度重点項目（案）

【重点項目】
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基本目標 基本施策
（協議会で協議・検討部分）

成果目標 主な協議の場

（２）共に学び、
共に働き、共
に活動できる
まちづくり

①雇用・就労、経済的自立支援の
推進

（３）福祉施設から一般就労への移行等 ◆就労支援専門部会
◆移動支援専門部会
（就労場所への移動手段など協議）

③保育・教育体制の充実 （１）障がい児支援の提供体制の整備等 ◆療育支援専門部会

（３）支えあい
にあふれ、共
に生きるまち
づくり

①障がいに対する理解促進 ◆全体会

※基本施策の番号は、障がい者基本計画の基本施策（P29 ～69）に記載された番号となります。
※成果目標の番号は、障がい福祉計画・障がい児福祉計画の成果目標（P70～92）に表記された番号となります。

【重点項目】 ※下記項目は計画の基本目標及び成果目標から抜粋したもの
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令和８年度スケジュール（予定）
期日 全体会

４月

５月

６月

７月

【上旬】運営会議
【下旬】全体会（第１回） ■第７期燕市障がい福祉計画・第３期燕市障がい児福祉計画の中間評価

および次期計画案について
ソーシャルインクルーホーム燕杣木の事業実施状況にかかる評価・助言に
ついて 等

８月

９月

１０月
【上旬】運営会議
【下旬】全体会（第２回） ■燕市障がい者基本計画・第８期燕市障がい福祉計画・第４期燕市障がい児

福祉計画素案について 等

１１月

１２月

１月

【上旬】運営会議
【下旬】全体会（第３回） ■燕市障がい者自立支援協議会の活動報告と運営方針係る協議

燕市障がい者基本計画・第８期燕市障がい福祉計画・第４期燕市障がい
児福祉計画（案）について 等

２月

３月
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燕 市

燕市障がい者自立支援協議会

【全体会】 ※障害者差別解消支援地域協議会としても位置付け

運営会議で集約された情報・課題をもとに、委員で情報の共有や議題の協議を行います。協議会全体の意
思確認の場となり、専門的見地から市の障がい福祉施策に関し提言することができます。

【専門部会】
地域に根付いた課題を解消するため、必要により中・長期的ビジョンに立って調査・分析をすることを目的に組織
化されます。

【運営会議】
専門部会、相談支援機関連絡会及び個別支援会議などから上がってきた
情報・課題を集約し、全体会の議題や提出資料の調整を行います。

【相談支援機
関連絡会】

相談支援事業所が
抱えている課題の
共有や課題解決の
ための手法を検討
します。

【個別支援会議】
個々の相談内容やニーズに基づき、関係者が集まって具体的な支援の手
立て・役割分担等を話し合い、支援体制の構築を行う会議です。

個別課題から地域課題・
ニーズの掘り起し

相談支援専門部会療育支援専門部会

【ワーキンググループ】
課題に応じて専門的な調査・
研究を行います。

【障がい者基
幹相談支援セ
ンター】
連絡会であがった
課題を精査し提案
します。

移動支援専門部会

就労系サービス事業所
情報交換会

燕市障がい者自立支援協議会体制図（案）

つばめで暮らそう部会就労支援専門部会
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障がい児通所支援
事業所情報交換会


